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(57)【要約】
【課題】排水管を水密的に接続できて、切断具を用いて
容易に排水管の取り外しが可能で、配筋を切断すること
なく設置できる基礎貫通さや管を提供する。
【解決手段】９０°エルボ継手３０を収容できる縦さや
管部１０と横さや管部２からなる建物の基礎Ｂを貫通す
るように埋設されるさや管Ｓ３であって、縦さや管部１
０の下流側の幅Ｗ２を上流側の幅Ｗ１よりも広くなるよ
うに形成した構成とする。このような構成とすることで
、基礎貫通さや管Ｓ３をコンパクトに形成しても、切断
具が挿入できるスペースができて、可能な限り基礎貫通
さや管Ｓ３をコンパクトに形成することができるように
なり、コンクリート基礎Ｂに配設された配筋９を切断す
る必要がなくなる。また、切断具で９０°エルボ継手３
を切断するのを前提としているので、排水管の接続に接
着剤を用いることができ、経時と共に水密性が低下する
心配がない。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　９０°エルボ継手を収容できる縦さや管部と横さや管部からなる建物の基礎を貫通する
ように埋設されるさや管であって、
　上記縦さや管部の下流側の幅を上流側の幅よりも広くなるように形成したことを特徴と
する基礎貫通さや管。
【請求項２】
　縦さや管部の少なくとも片側の側壁面に、該側壁面から側方に突出した膨出部を形成し
、縦さや管部の下流側の幅を上流側の幅よりも広くなるように形成したことを特徴とする
請求項１に記載の基礎貫通さや管。
【請求項３】
　縦さや管部の下流側の壁面が平坦であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の基礎貫通さや管。
【請求項４】
　縦さや管部の側壁面に設けられた膨出部の下流側に位置する壁面が、縦さや管部の下流
側の平坦な壁面と同一面上にあることを特徴とする請求項３に記載の基礎貫通さや管。
【請求項５】
　縦さや管部の底部に、横さや管部の底部よりも下方に突出した膨出部が形成されている
と共に、該膨出部が側壁面に形成された膨出部と一続きに形成されていることを特徴とす
る請求項２ないし請求項４のいずれかに記載の基礎貫通さや管。
【請求項６】
　縦さや管部が、横さや管部と一体化される縦さや管部本体と、高さ調整のためのアジャ
スター部からなることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の基礎貫通
さや管。
【請求項７】
　縦さや管部に、下流側から上流側にかけて３０～７５°の角度で立ち上がる立上がり面
を設けたことを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の基礎貫通さや管。
【請求項８】
　縦さや管部の内部に、９０°エルボ継手を保持する保持部を設けたことを特徴とする請
求項１ないし請求項７のいずれかに記載の基礎貫通さや管。
【請求項９】
　縦さや管部と横さや管部が別体に形成されていることを特徴とする請求項１ないし請求
項８のいずれかに記載の基礎貫通さや管。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれかに記載の基礎貫通さや管を建物の基礎に埋設すると
共に、その内部に９０°エルボ継手を収容し、９０°エルボ継手の上流側接続口に上流側
の排水管を接続すると共に、９０°エルボ継手の下流側接続口に下流側の排水管を接続す
ることを特徴とする基礎貫通配管構造。
【請求項１１】
　基礎貫通さや管の内部に収容された９０°エルボ継手が、９０°エルボ継手の上流側接
続口又はその近傍と、縦さや管部の内壁面との空間に挿入された９０°エルボ継手を保持
する９０°エルボ継手保持部材によって保持されていることを特徴とする請求項１０に記
載の基礎貫通配管構造。
【請求項１２】
　下流側の排水管が横さや管部内において、配管保持部材によって保持されていることを
特徴とする請求項１０又は請求項１１に記載の基礎貫通配管構造。
【請求項１３】
　横さや管部と下流側の排水管の隙間に、止水部材を設けたことを特徴とする請求項１０
ないし請求項１２のいずれかに記載の基礎貫通配管構造。
【請求項１４】
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　横さや管部の下流側端部に、ソケット部材を設けたことを特徴とする請求項１０ないし
請求項１３のいずれかに記載の基礎貫通配管構造。
【請求項１５】
　請求項１０ないし請求項１４のいずれかに記載の基礎貫通配管構造において、縦さや管
部の幅が広い下流側の上方から切断具を挿入し、その切断具で９０°エルボ継手を切断し
て、上流側の排水管と下流側の排水管を基礎貫通さや管から取り出すことを特徴とする排
水管の取り外し方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の床下のコンクリート基礎に埋設される基礎貫通さや管並びにこれを用
いた基礎貫通配管構造及び排水管の取り外し方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、トイレ、風呂場、洗面所等からの排水を、建物の屋内から屋外に導く排水管路と
して、本出願人が提案した、建物のコンクリート基礎を挿通する基礎挿通排水管の外径よ
り大きい内径を有したボイド管を建物のコンクリート基礎に設けて、そのボイド管に基礎
挿通排水管を収容した排水管路が知られている（特許文献１）。この排水管路に用いられ
るボイド管は、縦ボイド管と、その縦ボイド管に連通する横ボイド管とから構成されてお
り、その内部には、基礎挿通排水管を構成する縦管、横管と、それらを接続する９０°エ
ルボ継手が収容されている。
【０００３】
　上記排水管路は、９０°エルボ継手に接続されている縦管と横管を取り外すことで、建
物のコンクリート基礎を壊すことなく基礎挿通排水管を容易に補修、交換することができ
る優れたものである。
【０００４】
　また、建物のコンクリート基礎を挿通する配管構造として、建物のコンクリート基礎の
内部に、基礎挿通排水管を挿通するための空間を内部に有した筒状で両端が開口した配管
ケースを埋設し、その配管ケースの内部で上流側と下流側の基礎挿通排水管を接続した配
管施工構造も知られている（特許文献２）。この配管ケースは、内部に収容される基礎挿
通排水管が、変形を伴わないで出し入れすることのできる広さに形成されている。
【特許文献１】特開２００２－２２７２６６号公報
【特許文献２】特開２００２－１９５４５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の排水管路は、基礎挿通排水管の補修、交換は、縦管と
横管を９０°エルボ継手から取り外すことにより行われ、ボイド管内の９０°エルボ継手
や縦管、横管を切断するという概念は全くないので、それらを取り外し易いように、９０
°エルボ継手と縦管と横管は接着剤を用いずシールリングによって接続されている。その
ため耐久性に若干問題があり、シールリングの劣化と共に水密性が低下する恐れがあった
。また、ボイド管内において配管を取り外すための作業スペースを確保するには、縦ボイ
ド管又は横ボイド管の内径を大きく形成する必要が生じるので、ボイド管を建物のコンク
リート基礎に設置する際に、基礎を構成する配筋を切断する必要があった。
【０００６】
　この特許文献１には、ボイド管内に、基礎挿通排水管としてフレキシブル管を収容した
排水管路も開示されているが、フレキシブル管はポリエチレン樹脂で成形されているため
、硬質塩化ビニル樹脂で成形された排水管とフレキシブル管を接着剤で接着することがで
きず、間にソケットを介在することで接続されている。ここで、排水管とソケットは共に
硬質塩化ビニル樹脂で成形されているため、接着剤で接着することができるが、フレキシ
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ブル管はポリエチレン樹脂で成形されているため、ソケットとフレキシブル管は接着する
ことができず、シールリング等によりシールして接続する必要があった。そのためシール
リング等の経年劣化により水密性が低下する恐れがあった。
【０００７】
　また、上記特許文献２の配管施工構造も、内部に収容される基礎挿通排水管が、変形を
伴わないで出し入れすることができる大きさに配管ケースが形成されているので、配管ケ
ースを設置するには、配筋を切断する必要があり、配筋を切断することで低下した強度を
補うために、補強筋を入れて補強する必要があるので、施工が大がかりなものとなり、施
工費用も嵩むという問題があった。
【０００８】
　本発明は上記の問題に鑑みてなされたもので、その解決しようとする課題は、硬質樹脂
製の上流側の排水管と下流側の排水管を９０°エルボ継手に接着剤で水密的に接続でき、
排水管の補修・交換時に切断具を用いて容易に排水管の取り外しが可能であり、更に、配
筋を切断することなく設置できるコンパクトな基礎貫通さや管並びにこれを用いた基礎貫
通配管構造及び排水管の取り外し方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る基礎貫通さや管は、９０°エルボ継手を収容で
きる縦さや管部と横さや管部からなる建物の基礎を貫通するように埋設されるさや管であ
って、上記縦さや管部の下流側の幅を上流側の幅よりも広くなるように形成したことを特
徴とするものである。
【００１０】
　本発明の基礎貫通さや管においては、縦さや管部の少なくとも片側の側壁面に、該側壁
面から側方に突出した膨出部を形成し、縦さや管部の下流側の幅を上流側の幅よりも広く
なるように形成することも好ましい。また、縦さや管部の下流側の壁面が平坦であること
が好ましく、縦さや管部の側壁面に設けられた膨出部の下流側に位置する壁面が、縦さや
管部の下流側の平坦な壁面と同一面上にあることが好ましい。更に、縦さや管部の底部に
、横さや管部の底部よりも下方に突出した膨出部が形成されていると共に、該膨出部が側
壁面に形成された膨出部と一続きに形成されていたり、縦さや管部が、横さや管部と一体
化される縦さや管部本体と、高さ調整のためのアジャスター部からなることも好ましい。
また、縦さや管部に、下流側から上流側にかけて３０～７５°の角度で立ち上がる立上が
り面を設けたことが好ましく、縦さや管部の内部に、９０°エルボ継手を保持する保持部
を設けたり、縦さや管部と横さや管部が別体に形成されていたりすることがより好ましい
。
【００１１】
　次に、上記構成の基礎貫通さや管を用いた本発明の基礎貫通配管構造は、上記構成の基
礎貫通さや管をを建物の基礎に埋設すると共に、その内部に９０°エルボ継手を収容し、
９０°エルボ継手の上流側接続口に上流側の排水管を接続すると共に、９０°エルボ継手
の下流側接続口に下流側の排水管を接続することを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明の基礎貫通配管構造においては、基礎貫通さや管の内部に収容された９０°エル
ボ継手が、９０°エルボ継手の上流側接続口又はその近傍と、縦さや管部の内壁面との空
間に挿入された９０°エルボ継手を保持する９０°エルボ継手保持部材によって保持され
ていることが好ましい。また、下流側の排水管が横さや管部内において、配管保持部材に
よって保持されていることが好ましく、横さや管部と下流側の排水管の隙間に、止水部材
を設けたことがより好ましい。更に、横さや管部の下流側端部に、ソケット部材を設けた
基礎貫通配管構造がより好ましい。
【００１３】
　一方、本発明の排水管の取り外し方法は、上記構成の基礎貫通配管構造において、縦さ
や管部の幅が広い下流側の上方から切断具を挿入し、その切断具で９０°エルボ継手を切
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断して、上流側の排水管と下流側の排水管を基礎貫通さや管から取り出すことを特徴とす
るものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の基礎貫通さや管は、縦さや管部の下流側の幅が上流側の幅よりも広くなるよう
に形成されているので、基礎貫通さや管を全体的にコンパクトに形成しても、９０°エル
ボ継手を切断する切断具が挿入されるスペースを有する。従って、従来のように、ボイド
管を建物のコンクリート基礎に埋設する際に、コンクリート基礎に配設された配筋を切断
する必要がなくなり、建物の強度を低下させることがなく、強度低下を補うための補強筋
を入れる必要もないので施工費用を抑えることもできる。また、本発明の基礎貫通さや管
は、管路内の点検・補修、又は配管の変更を行う際に、切断具を用いて９０°エルボ継手
を切断してから行うことを前提としているので、基礎貫通さや管の内部に収容される９０
°エルボ継手と、上流側の排水管及び下流側の排水管とを接続するときに接着剤を用いる
ことができ、経時と共に水密性が低下する心配がない。
【００１５】
　例えば、縦さや管部の少なくとも片側の側壁面に、該側壁面から側方に突出した膨出部
を形成し、縦さや管部の下流側の幅を上流側の幅よりも広くなるように形成した基礎貫通
さや管のように、膨出部を形成することで縦さや管部の下流側の幅を上流側の幅よりも広
くすると、可能な限り基礎貫通さや管を全体的にコンパクトに形成しても、切断具を挿入
するスペースができるので、コンクリート基礎に配設された配筋を切断する必要が殆どな
くなる。
【００１６】
　また、縦さや管部の下流側の壁面が平坦である基礎貫通さや管は、縦さや管部の下流側
の壁面を円形ではなく、平坦に形成することで、円形のボイド管と比較すると、基礎貫通
さや管の全幅が狭くても、縦さや管部の下流側に切断具が挿入し易くなるので、基礎貫通
さや管をよりコンパクトに形成することができるようになる。
【００１７】
　特に、縦さや管部の側壁面に設けられた膨出部の下流側に位置する壁面が、縦さや管部
の下流側の平坦な壁面と同一面上にある基礎貫通さや管は、膨出部の下流側に位置する壁
面が下流側の壁面と同一面上にあることで、切断具を下流側の壁面に沿わせながら９０°
エルボ継手を切断できるようになるので、下流側の壁面が切断具のガイドとなり、９０°
エルボ継手をより切断し易くなる。
【００１８】
　更に、縦さや管部の底部に、横さや管部の底部よりも下方に突出した膨出部が形成され
ていると共に、該膨出部が側壁面に形成された膨出部と一続きに形成されている基礎貫通
さや管は、多少さや管の下側部分が大きくなるが、膨出部を一続きに形成すると、切断具
を挿入し易くなるので、９０°エルボ継手の切断がより容易となる。
【００１９】
　特に、縦さや管部が、横さや管部と一体化される縦さや管部本体と、高さ調整のための
アジャスター部からなる基礎貫通さや管は、配筋と配筋の間隔が狭い場所でも基礎貫通さ
や管をより設置し易くなるのは勿論のこと、アジャスター部の高さを、施工現場に合わせ
て変更することで、様々な深さのコンクリート基礎に対応することができるようになる。
　尚、縦さや管部本体と横さや管部は、横さや管部を縦さや管部本体に接続することで一
体化してもよいし、初めから縦さや管部本体と横さや管部を一体成形することで一体化し
てもよい。
【００２０】
　また、縦さや管部に、下流側から上流側にかけて３０～７５°の角度で立ち上がる立上
がり面を設けた基礎貫通さや管は、墨出しや鉄筋、型枠の施工を容易にするためコンクリ
ート基礎の下に捨て打ちされる捨てコンや、下が直接土に接している土間コンクリートの
もぐりこみ部の傾斜角と等しくなるので、それらの上に安定して設置することができ、針



(6) JP 2010-53599 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

金や固定ホルダー等による配筋への固定が容易になると共に、基礎貫通さや管の設置スペ
ースを確保するため、捨てコンや土間コンを削ったりする必要がなくなる。
【００２１】
　更に、縦さや管部の内部に、９０°エルボ継手を保持する保持部を設けた基礎貫通さや
管は、９０°エルボ継手を保持する保持部を設けたことで、さや管の内部に９０°エルボ
継手をグラつきなく安定して収容することができるようになり、グラつきがなくなるので
、９０°エルボ継手に上流側の排水管や下流側の排水管を接続し易くなると共に、９０°
エルボ継手の切断が容易となる。
【００２２】
　また、縦さや管部と横さや管部が別体に形成されている基礎貫通さや管のように、縦さ
や管部と横さや管部を別体に形成することで、一体型と比べると成形するのが容易となる
。しかも、縦さや管部又は横さや管部を配筋と配筋の間に設置してから、横さや管部又は
縦さや管部を接続して一体化することができるようになるので、配筋と配筋の間隔が狭い
場所でも基礎貫通さや管を設置し易くなる。
【００２３】
　次に、本発明の基礎貫通配管構造は、前述した種々の効果を奏する基礎貫通さや管を用
いるので、コンクリート基礎に配設された配筋を切断する必要が殆どなくなり、建物の強
度を低下させてしまう心配がない。従って、低下した強度を補うための補強筋が不要とな
るので、施工費用を抑えることもできる。また、９０°エルボ継手と、上流側の排水管及
び下流側の排水管との接続に、接着剤を用いることができるので、長期に亘って良好な水
密性を確保できる。
【００２４】
　また、基礎貫通さや管の内部に収容された９０°エルボ継手が、９０°エルボ継手の上
流側接続口又はその近傍と、縦さや管部の内壁面との空間に挿入された９０°エルボ継手
を保持する９０°エルボ継手保持部材によって保持されている基礎貫通配管構造は、９０
°エルボ継手保持部材を、９０°エルボ継手の上流側接続口又はその近傍と縦さや管部の
内壁面との空間に挿入することで、さや管の内部に９０°エルボ継手をグラつきなく安定
して収容できるようになり、上流側の排水管や下流側の排水管を接続し易くなる。また、
９０°エルボ継手のグラつきがなくなることで、切断の最中に９０°エルボ継手がズレる
ことがなくなるので、切断の作業効率が向上する。
【００２５】
　更に、下流側の排水管が横さや管部内において、配管保持部材によって保持されている
基礎貫通配管構造は、配管保持部材で下流側の排水管を保持させることで下流側の排水管
が安定する。従って、下流側の排水管が接続された９０°エルボ継手も安定することにな
り、その９０°エルボ継手を切断するとき、グラつくことなく切断することができるよう
になる。
【００２６】
　また、横さや管部と下流側の排水管の隙間に、止水部材を設けた基礎貫通配管構造は、
横さや管部に水が侵入するのを防ぐので、水密性が向上し、内部に収容された部材の耐久
性も向上する。
【００２７】
　更に、横さや管部の下流側端部に、ソケット部材を設けた基礎貫通配管構造は、下流側
の排水管をソケット部材に差し込むだけで接続することができるようになるので、施工性
が向上する。
【００２８】
　次に、本発明の排水管の取り外し方法は、９０°エルボ継手を切断具で切断して上流側
と下流側に２分割し、基礎貫通さや管から上流側の排水管及び下流側の排水管を取り出す
ことで、簡単にさや管内の補修・交換などのメンテナンスができる。その際、基礎貫通さ
や管をコンクリート基礎に埋設したまま行うことができるので、管路内を点検・補修、又
は配管の変更を行うのにコンクリート基礎を壊す必要がなくなり、新たにコンクリートを
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打設するといった手間も省けて、施工費用を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の具体的な実施形態を詳述する。
【００３０】
　図１は本発明の一実施形態に係る基礎貫通さや管の斜視図、図２は同さや管を構成する
縦さや管部本体の斜視図、図３は同さや管を構成するアジャスター部の斜視図、図４は同
さや管を構成する縦さや管部の断面図、図５は本発明の一実施形態に係る基礎貫通配管構
造を示す概略図、図６は同配管構造の要部断面図、図７は同配管構造に用いる配管保持部
材の斜視図、図８は同配管保持部材の断面図、図９は同配管構造に用いる９０°エルボ継
手保持部材の斜視図である。
【００３１】
　本発明の基礎貫通さや管Ｓ１（以下、単にさや管Ｓ１という。）は、図５、図６に示す
ように、家屋のコンクリート基礎Ｂを貫通するように埋設されて、その内部空間に９０°
エルボ継手３を収容し、屋内のトイレ、風呂場、洗面所等（不図示）からの排水が合流す
る上流側の排水管７と、その上流側の排水管７からの排水を屋外の排水管路に導く下流側
の排水管８を接続するために用いられるものである。
【００３２】
　上記さや管Ｓ１は、図１に示すように、地面に対して略垂直に立設する縦さや管部１と
、地面に対して略水平の横さや管部２からなるもので、縦さや管部１と横さや管部２はそ
れぞれ別体に形成されたのち一体化されている。縦さや管部１の開口部の横断面形状は、
上流側が略半円形に形成されており、下流側が方形となるように形成されている。この縦
さや管部１の開口部の長さは、図６に示すように、内部に収容される９０°エルボ継手３
の全長よりも短くなるように形成することが好ましく、９０°エルボ継手３を斜めに傾け
なければ縦さや管部１に収容できない程度の大きさに形成されている。このように、縦さ
や管部１の空間の横断面形状を円形又は楕円形ではなく、上流側を半円形に形成し、下流
側を方形に形成すると、９０°エルボ継手３を縦さや管部１に収容し易くなると共に、縦
さや管部１の長さ寸法を短くすることができるので、配筋９と配筋９の間隔が狭い場合で
も、配筋９を切断することなく設置することができるようになりコンクリート基礎Ｂの強
度低下を防ぐことができる。
【００３３】
　上記縦さや管部１は、図２に示す縦さや管部本体１Ａと、図３に示すアジャスター部１
Ｂから構成されている。図２に示すように、縦さや管部本体１Ａは、底部１ａと、底部１
ａの両側から上方へ立設された側壁面１ｂ，１ｂと、底部１ａの下流側端部から上方へ立
設された下流側の壁面１ｃと、底部１ａの上流側端部から上方へ立設された上流側の壁面
１ｄからなるもので、上流側の壁面１ｄは略半円形に形成され、下流側の壁面１ｃは平坦
に形成されている。
　尚、上流側の壁面１ｄを、下流側の壁面１ｃと同じ様に平坦に形成すると、９０°エル
ボ継手３が挿入しにくくなり、それを解決するにはさや管Ｓ１を大きく形成しなければい
けなくなるので、本実施形態のように、上流側の壁面１ｄは、半円形状に形成するのが好
ましい。
【００３４】
　上記縦さや管部本体１Ａの底部１ａは、図４、図５に示すように、下流側から上流側に
かけて斜め上方へ立ち上がるように形成された立ち上がり面で、この立ち上がり角度θは
、土間コンクリートＣの傾斜角に合わせて３０°～７５°に設定されている。このように
底部１ａを下流側から上流側にかけて３０°～７５°の角度で斜め上方へ立ち上がるよう
に形成することで、墨出しや鉄筋、型枠の施工を容易にするためコンクリート基礎Ｂの下
に捨て打ちされる捨てコン（不図示）や、下が直接土に接している土間コンクリートＣの
傾斜角と等しくなるので、それらの上に安定して設置することができるようになると共に
、さや管Ｓの設置スペースを確保し易くなる。
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　尚、捨てコンや土間コンクリートＣの傾斜角の大半は、４５°～６０°程度の範囲に収
まるので、底部１ａの立ち上がり角度θが４５°～６０°に設定された縦さや管部本体１
Ａが特に好適に用いられる。
【００３５】
　また、図１、図２、図４に示すように、上記縦さや管部本体１Ａの両側の側壁面１ｂ，
１ｂには、９０°エルボ継手３を切断するための切断具（不図示）を挿入できるスペース
を有した膨出部１ｅ，１ｅが、側壁面１ｂ，１ｂから側方に１０ｍｍ程度突出するように
形成されている。この膨出部１ｅ，１ｅの下流側に位置する壁面は、縦さや管部本体１Ａ
の平坦な下流側の壁面１ｃと同一面上にあり、このように、膨出部１ｅ，１ｅを平坦な下
流側の壁面１ｃと同一面上に形成することで、切断具を下流側の壁面１ｃに沿わせながら
９０°エルボ継手３を切断することができるので、切断作業が容易となる。
　尚、縦さや管部本体１Ａの側壁面１ｂに形成される膨出部１ｅは、少なくとも縦さや管
部本体１Ａの片側の側壁面１ｂに１つ形成されていれば９０°エルボ継手３を切断するこ
とができるが、本実施形態のように、両側の側壁面１ｂ，１ｂにそれぞれ膨出部１ｅ，１
ｅを形成すると、切断具をどちらの膨出部１ｅからでも挿入することができるようになる
ので、切断の作業性がより向上する。
【００３６】
　また、上記縦さや管部本体１Ａの内部には、図２、図４に示すように、後述する９０°
エルボ継手３を保持する保持部１ｉが設けられている。この保持部１ｉは、縦さや管部本
体１Ａの上流側の壁面１ｄから底部１ａにかけて下流側に突出するように形成されたもの
で、図６に示すように、９０°エルボ継手３の湾曲部３ａの形状に沿うように円弧状に形
成されている。この保持部１ｉを形成したことで、９０°エルボ継手３を縦さや管部１に
収容し、９０°エルボ継手３の湾曲部３ａの外周面を保持部１ｉに載置したとき、上流側
の壁面１ｄと９０°エルボ継手３との隙間がなくなるので、グラつくことなく安定して収
容することができるようになる。
【００３７】
　更に、図１、図２に示すように、縦さや管部本体１Ａの下流側の壁面１ｃには、後述す
る横さや管部２を接続するための接続口１ｇが形成されている。この接続口１ｇの内側に
、横さや管部２を差し込むことで縦さや管部１と横さや管部２を一体化するため、接続口
１ｇの内径は横さや管部２の外径と略等しくなるように形成されている。また、縦さや管
部本体１Ａの両側の側壁面１ｂ，１ｂから側方に突出した膨出部１ｅ，１ｅには、コンク
リート基礎Ｂに配設された配筋９とさや管Ｓ１を針金で連結するための針金保持部１ｈが
それぞれに１つずつ、計２つ設けられている。
【００３８】
　上記縦さや管部本体１Ａと共に縦さや管部１を構成するアジャスター部１Ｂは、さや管
Ｓ１の高さを調整するための部材で、図３に示すように、前述した縦さや管部本体１Ａと
同一の平面形状をしており、両側の側板１ｊ，１ｊと、下流側の壁板１ｋと、上流側の壁
板１ｌからなる。両側の側板１ｊ，１ｊは、「建築基準法施行令」に鉄筋のかぶり厚さを
４ｃｍ以上とする旨の規定があるので、この条件を満たすように配筋９からの距離を保つ
ため、縦さや管部本体１Ａに形成された膨出部１ｅ，１ｅの間隔よりも狭くなるように形
成されている（両側の側壁面１ｂ，１ｂとは略同間隔）。また、アジャスター部１Ｂの下
端には、上記縦さや管部本体１Ａの上端を挿入接続可能な受け口１ｍが形成されている。
このように縦さや管部１を、縦さや管部本体１Ａと、高さ調整のためのアジャスター部１
Ｂから構成することで、アジャスター部１Ｂの高さを、施工現場に合わせて変更すること
で、様々な深さのコンクリート基礎Ｂに対応することができるようになる。
　尚、予めアジャスター部１Ｂの高さを、想定されるコンクリート基礎Ｂの深さよりも高
く形成し、施工現場で余った上部を切断して高さ調整をしてもよい。また、アジャスター
部１Ｂを複数段積み上げることによって高さ調整をしてもよい。
【００３９】
　上記構成の縦さや管部１と一体化される横さや管部２は、図１、図６に示すように、そ
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の内部に後述する配管保持部材４や横短管６や下流側の排水管８を挿通できるだけの内径
を有した円筒で、施工現場ではコンクリート基礎Ｂの寸法に合わせて切断して用いるため
、通常想定されるコンクリート基礎Ｂから突出するように、コンクリート基礎Ｂよりも長
くなるように形成されている。
　尚、本実施形態のさや管Ｓ１は縦さや管部１と、横さや管部２を別体に形成しているが
、一体に形成しても構わない。
【００４０】
　上記さや管Ｓ１の寸法、材質等については特に限定されないが、建物のコンクリート基
礎Ｂに配設される配筋９と配筋９の間隔は２００ｍｍの場合が最も多いので、それらに干
渉せず、且つ、「建築基準法施行令」の条件を具備するため、縦さや管部１の長さが１０
０ｍｍ、縦さや管部本体１Ａの幅が１４０ｍｍ、アジャスター部１Ｂの幅が１２０ｍｍ、
さや管Ｓ１の高さが１９０ｍｍ程度のものが好適に用いられる。また、強度、耐久性、成
形性を考慮すると、合成樹脂製のものが望ましく、硬質塩化ビニル樹脂で成形されたもの
が好適に用いられる。
【００４１】
　以上のような構成のさや管Ｓ１は、管路内の点検・補修、又は配管の変更を行う際に、
切断具を用いて９０°エルボ継手３を切断してから行うことを前提としているので、さや
管Ｓ１内部に収容される部材同士を接続するときに接着剤を用いることができ、経時と共
に水密性が低下する心配がない。また、切断具を挿入するための膨出部１ｅ，１ｅを、縦
さや管部本体１Ａの両側の側壁面１ｂ，１ｂに設け、更に、縦さや管部１の下流側の壁面
１ｃを円形ではなく平坦に形成したことで、縦さや管部本体１Ａの全長、全幅を極力コン
パクトに形成することが可能となり、従来のように、ボイド管を建物のコンクリート基礎
Ｂに埋設する際に、コンクリート基礎Ｂに配設された配筋９を切断する必要がなくなる。
従って、建物の強度を低下させることがなく、補強筋を入れる必要もないので施工費用を
抑えることができるようになる。
【００４２】
　尚、上記のような構成のさや管Ｓ１の他に、図１２に示すようなさや管Ｓ２も好適に用
いられる。このさや管Ｓ２は、図１２に示すように、前述した縦さや管部本体１Ａの代わ
りに、底部１ａにも９０°エルボ継手３を切断するための切断具を挿入できるスペースを
有した膨出部１ｆが形成された縦さや管部本体１０Ａを用いたものである。この底部１ａ
に形成された膨出部１ｆは、横さや管部２の管底よりも下方に２０ｍｍ程度突出するよう
に形成されたもので、前述した側壁面１ｂ，１ｂに形成された膨出部１ｅ，１ｅと一続き
になるように形成されている。このように、底部１ａにも膨出部１ｆを形成し、膨出部１
ｅ，１ｆ，１ｅを一続きとすることで、多少さや管Ｓ２の下側部分が前述したさや管Ｓ１
よりも大きくなって、平坦な面に載置したときの安定性には劣るが、切断具を奥まで挿入
して上下に動かすことができるようになるので、９０°エルボ継手３の切断がより容易と
なる。
　このさや管Ｓ２のその他の構成は、前述した図１～図４に示すさや管Ｓ１と同様である
から、同一部材に同一符号を附して説明を省略する。
【００４３】
　上記構成のさや管Ｓ１を用いた基礎貫通配管構造は、図５、図６に示すように、上記さ
や管Ｓ１を建物のコンクリート基礎Ｂに埋設して、そのさや管Ｓ１の内部に９０°エルボ
継手３を収容し、９０°エルボ継手３の上流側接続口３ｂに上流側の排水管７を接続する
と共に、９０°エルボ継手３の下流側接続口３ｃに下流側の排水管８を接続したものであ
る。次にその施工例を説明する。
【００４４】
　まず、コンクリート型枠（不図示）で建物のコンクリート基礎Ｂの外形を形成し、その
内部にコンクリート基礎Ｂを補強するための配筋９を配設する。そして、図６に示すよう
に、横さや管部２の内部に、上流側から９０°エルボ継手３、横短管６、配管保持部材４
の順番でそれぞれを接続したものを収容する。このとき、当然のことながら９０°エルボ
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継手３の大部分は収容できないので、下流側の一部分のみを収容しておく。横さや管部２
の内部に上記部材を収容すると、針金や固定ホルダー等で横さや管部２を配筋９に固定す
る。このとき、横さや管部２のコンクリート基礎Ｂの外側に位置する端部にテープ等を用
いて止水しておくことが好ましい。このように止水することで、のちにコンクリートを打
設したとき、コンクリートがさや管Ｓ１の内部に侵入するのを防止することができる。
【００４５】
　上記横さや管部２に収容される９０°エルボ継手３は、図６に示すように、硬質塩化ビ
ニル樹脂で成形された断面形状が略Ｌ字形の継手で、湾曲部３ａと、その湾曲部３ａの上
端に形成された上部接続口３ｂと、湾曲部３ａの下端に形成された下部接続口３ｃからな
り、上部接続口３ｂは、縦短管１１と９０°継手１３を介して上流側の排水管７に接続さ
れて、下部接続口３ｃは、横短管６と配管保持部材４を介して下流側の排水管８に接続さ
れるようになっている。
【００４６】
　また、上記横さや管部２に収容される配管保持部材４は、図６に示すように、外径が横
さや管部２の内径よりもやや小さい円筒で、図７、図８に示すように、その一端よりもや
や中心側の外周面には、外径が横さや管部２の内径と略等しい環状の凸部４ｃが形成され
ていると共に、他端の外周面にも該環状の凸部４ｃが形成されている。そして、配管保持
部材４の一端よりもやや中心側の外周面に形成された環状の凸部４ｃと配管保持部材４の
端部との間には、ゴムなどで形成されて弾性を有する環状のシールリング４ａが取付けら
れている。また、配管保持部材４の内部の略中間には、横短管６や下流側の排水管８を差
し込んだときのストッパーとなる環状の凸部４ｂが形成されている。このように、環状の
凸部４ｃ，４ｃを外周面に形成すると共に、弾性を有する環状のシールリング４ａを配管
保持部材４の外周面に取付けると、横さや管部２と配管保持部材４との隙間がなくなるの
で、９０°エルボ継手３や横短管６や下流側の排水管８をガタつきなく収容することがで
きるようになる。従って、９０°エルボ継手３を切断するとき、９０°エルボ継手３が振
れなくなるので切断し易くなるばかりか、本実施形態の基礎貫通配管構造は、図６に示す
ように、横さや管部２の下流側に収容された配管保持部材４を、環状のシールリング４ａ
が横さや管部２の下流側端部に位置するように収容してあるので、横さや管部２と配管保
持部材４との隙間が皆無となり、配管保持部材４が、横さや管部２の内部に水等が侵入す
るのを防止する止水部材としての機能を奏することになる。しかも、この配管保持部材４
を横さや管部２の下流側端部に収容すると、下流側の排水管８を配管保持部材４に差し込
むだけで９０°エルボ継手３と連結されるので、横短管６と下流側の排水管８を接続する
ためのソケット部材ともなる。
【００４７】
　尚、コンクリート基礎Ｂが厚くて横さや管部２の全長が長くなる場合や、切断作業時の
配管のグラつきをより確実に抑えたい場合などには、図１０に示すように、上記配管保持
部材４を２つ用いることが好ましい。この実施形態の基礎貫通配管構造は、横さや管部２
の内部に、上流側から９０°エルボ継手３、横短管６、配管保持部材４、横短管６、配管
保持部材４の順番でそれぞれを接続したものを収容したものである。この際、横さや管部
２に収容される２つの上記配管保持部材４，４は、横さや管部２の下流側では、前述した
ように、環状のシールリング４ａが横さや管部２の下流側端部に位置するように収容され
ており、横さや管部２の上流側では、９０°エルボ継手３や横短管６，６や下流側の排水
管８をガタつきなく設置できるようにバランスをとるため、環状のシールリング４ａが上
流側に位置するように収容されている。
　この実施形態の基礎貫通配管構造のその他の構成は、前述した図５～図９に示す基礎貫
通配管構造と同様であるから、同一部材に同一符号を附して説明を省略する。
【００４８】
　また、配管保持部材４を２つ用いた上記基礎貫通配管構造に代えて、図１１の（ａ）に
示すように、上流側に収容された配管保持部材４の代わりに保持部材１５を用いた基礎貫
通配管構造も好適に施工される。この保持部材１５は、図１１の（ｂ）に示すように、横
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さや管部２と横短管６との下側の隙間を埋める断面形状が円弧状の部材で、弾力性、クッ
ション性に優れた材質で成形されたものが好適に用いられる。この保持部材１５を円形に
形成して、横さや管部２と横短管６との隙間を全て埋めてしまうと、横さや管部２の内部
に横短管６を収容しにくくなるので、本実施形態のように、円周の略１／４程度に形成し
たものが好ましい。このような保持部材１５で、横さや管部２と横短管６との隙間を埋め
ることにより、配管保持部材４を２つ用いた上記基礎貫通配管構造と同様に、横さや管部
２の内部に配管を安定して取付けることができるので、グラつきがなくなって切断作業が
容易となる。
　尚、上流側に収容される保持部材１５は上記材質や形状に制限されることはなく、横さ
や管部２と横短管６の隙間を埋めるものであれば特に限定はされず、例えばＯリング、Ｖ
パッキン又は合成樹脂製の成形品等などでもよい。また、本実施形態のように、部分的に
支持する保持部材１５に限定されるものではなく、周方向の全周に亘って隙間を埋める保
持部材であっても構わない。
　この実施形態の基礎貫通配管構造のその他の構成は、前述した図１０に示す基礎貫通配
管構造と同様であるから、同一部材に同一符号を附して説明を省略する。
【００４９】
　上記のように、横さや管部２の内部に９０°エルボ継手３、配管保持部材４、横短管６
を収容し、横さや管部２を配筋９に固定すると、次に、縦さや管部本体１Ａの接続口１ｇ
が下方を向くように縦さや管部本体１Ａを略９０°傾けて、その接続口１ｇに、９０°エ
ルボ継手３の横さや管部２に収容されていない上部接続口３ｂを挿入し、９０°エルボ継
手３の湾曲部３ａに縦さや管部本体１Ａの保持部１ｉを沿わせながら縦さや管部本体１Ａ
を徐々に垂直に立設していくと共に、土間コンクリートＣの傾斜面に縦さや管部本体１Ａ
の底部１ａを載置する。縦さや管部本体１Ａの底部１ａは、前述したように、コンクリー
ト基礎Ｂの下に捨て打ちされる捨てコン（不図示）や、土間コンクリートＣの傾斜角と等
しくなるように、下流側から上流側にかけて３０°～７５°の角度で斜め上方へ立ち上が
るように形成されているので、それらの上にも安定して設置することができるようになり
、設置スペースを選ばない。このようにして、９０°エルボ継手３を縦さや管部本体１Ａ
の内部に収容し、縦さや管部本体１Ａに形成された接続口１ｇに、横さや管部２を挿入し
て接続し、縦さや管部本体１Ａと横さや管部２を一体化したのち、縦さや管部本体１Ａに
設けられた針金保持部１ｈと、その近傍の配筋９を針金で結束して、縦さや管部本体１Ａ
を配筋９に固定する。縦さや管部本体１Ａを配筋９に固定すると、縦さや管部本体１Ａの
上方からアジャスター部１Ｂを被せて、縦さや管部本体１Ａとアジャスター部１Ｂを一体
化する。このとき、高さ調整のためのアジャスター部１Ｂは、打設したコンクリートがさ
や管Ｓ１の内部に入らないように、コンクリート基礎Ｂのベタ基礎部分から若干突出する
ように高さ調整すると共に、テープ等でさや管Ｓ１の内部にコンクリートが侵入するのを
防止する。縦さや管部本体１Ａとアジャスター部１Ｂを一体化すると、次に、アジャスタ
ー部１Ｂの下流側の壁面１ｋと、９０°エルボ継手３の上部接続口３ｂとの隙間に、図９
に示す９０°エルボ継手保持部材５を挿入する。
【００５０】
　上記アジャスター部１Ｂの下流側の壁面１ｋと、９０°エルボ継手３の上部接続口３ｂ
との隙間に挿入される９０°エルボ継手保持部材５は、図９に示すように、９０°エルボ
継手３の上部接続口３ｂの外形に合致する円弧状の切欠部５ａが形成されたもので、軽量
で、弾力性、クッション性に優れた材質である発泡スチロールや発泡ゴムなどで形成され
たものが好適に用いられる。この９０°エルボ継手保持部材５を、９０°エルボ継手３の
上部接続口３ｂと、アジャスター部１Ｂの下流側の壁面１ｋとの隙間に挿入すると、９０
°エルボ継手３は、縦さや管部本体１Ａの内部に形成された保持部１ｉと、９０°エルボ
継手保持部材５の２つで保持されるので、後述する縦短管１１を９０°エルボ継手３の上
流側接続口３ｂにグラつきなく確実に取付けることができて、９０°エルボ継手３を切断
する際に、切断具を上下に動かしても９０°エルボ継手３が振れないのでより切断し易く
なる。
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【００５１】
　上記のように、さや管Ｓ１の内部に上記部材を収容し、配筋９への固定が完了すると、
次いで、コンクリート型枠にコンクリートを打設して、建物のコンクリート基礎Ｂを形成
する。
【００５２】
　尚、上記の施工方法に限らず、縦さや管部１(縦さや管部本体１Ａとアジャスター部１
Ｂを一体化したもの)と横さや管部２を一体化した状態で配筋９に固定し、コンクリート
を打設した後に、さや管Ｓの内部に、上流側から９０°エルボ継手３、横短管６、配管保
持部材４の順番でそれぞれを接続して収容しても構わない。また、縦さや管部１と横さや
管部２を一体化して、さや管Ｓの内部に、上流側から９０°エルボ継手３、横短管６、配
管保持部材４の順番でそれぞれを接続して収容したのち、さや管Ｓを配筋９に接続して、
その後にコンクリートを打設しても構わない。
【００５３】
　上記の手順で、さや管Ｓ１をコンクリート基礎Ｂに埋設すると、次に、９０°エルボ継
手３の上部接続口３ｂに縦短管１１を接続し、その縦短管１１を、トイレ、風呂場、洗面
所等からの排水設備（不図示）からの排水が合流する上流側の排水管７が接続された９０
°継手１３に接続する。このようにして、９０°エルボ継手３と上流側の排水管７は接続
される。
【００５４】
　また、下流側の排水管８は、横さや管部２に収容された配管保持部材４に接続すること
で、９０°エルボ継手３と接続される。そして、下流側の排水管８は、９０°継手１３、
短管１４、９０°継手１３、短管１４を介して屋外の排水桝１２と接続されて、施工が完
了する。
【００５５】
　以上のような本発明の基礎貫通配管構造は、前述したコンパクトなさや管Ｓ１を用いる
ので、配筋９を切断する必要が殆どなくなり、建物の強度を低下させてしまう心配がない
。従って、低下した強度を補うための補強筋が不要となるので、施工費用を抑えることも
できる。また、排水管同士の接続に、接着剤を用いることができるので、長期に亘って水
密性が良好である。
【００５６】
　次に、上記基礎貫通配管構造の管路内を点検・補修、又は配管の変更を行うための、上
流側の排水管７及び下流側の排水管８の取り外し方法を説明する。
【００５７】
　まず、縦さや管部１のアジャスター部１Ｂの上部開口から、切断具をさや管Ｓ１の内部
に挿入していき、縦さや管部本体１Ａの両側の側壁面１ｂ，１ｂに形成されたいずれか一
方の膨出部１ｅに切断具を挿入する。この切断具としては、縦さや管部１の下流側の平坦
な壁面１ｋ，１ｃに沿うように挿入できる、コンパクトなノコギリが好適に用いられる。
そして、切断具を縦さや管部１の下流側の平坦な壁面１ｋ，１ｃに沿わせながら上下に動
かして、９０°エルボ継手３を切断し、９０°エルボ継手３を上流側と下流側に分離する
。
【００５８】
　上記のように、９０°エルボ継手３を上流側と下流側に分離すると、上流側の排水管７
、下流側の排水管８を適当な箇所で切断して、縦さや管部１の上部開口から９０°エルボ
継手３の上流側と縦短管１１を取り出すと共に、横さや管部２から９０°エルボ継手３の
下流側と配管保持部材４と横短管６を取り出すことで、さや管Ｓ１の内部が空洞となり、
基礎貫通配管構造の管路内の点検・補修、又は配管の変更を行うことができるようになる
。
【００５９】
　以上のような本発明の排水管の取り外し方法は、さや管Ｓ１をコンクリート基礎Ｂに埋
設したまま、簡単に管路内を点検・補修、又は配管の変更を行うことができるので、管路
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内を点検・補修、又は配管の変更を行うのにコンクリート基礎Ｂを壊す必要がなくなり、
新たにコンクリートを打設するといった手間が省けるので、施工費用を抑えることもでき
る。
【００６０】
　図１３は本発明の更に他の実施形態に係る基礎貫通さや管の斜視図、図１４は同さや管
を構成する縦さや管部の平面図、図１５は同さや管を用いた本発明の更に他の実施形態に
係る基礎貫通配管構造を示すものであって、（ａ）は要部断面図、（ｂ）は（ａ）の円で
囲った部分の拡大図である。
【００６１】
　図１３に示す基礎貫通さや管Ｓ３も、前述した基礎貫通さや管Ｓ１と同様に、地面に対
して略垂直に立設する縦さや管部１０と、地面に対して略水平の横さや管部２からなるも
ので、前述した基礎貫通さや管Ｓ１の縦さや管部１が、縦さや管部本体１Ａとアジャスタ
ー部１Ｂから構成されているのに対して、この縦さや管部１０にはアジャスター部１Ｂが
ない形態を示しているが、基礎貫通さや管Ｓ３の縦さや管部１０も、基礎貫通さや管Ｓ１
と同様に縦さや管部本体１Ａとアジャスター部１Ｂとで構成しても構わない。
　尚、この縦さや管部１０の底部１ａも、前述した基礎貫通さや管Ｓ１と同様に、下流側
から上流側にかけて３０°～７５°の角度の範囲で斜め上方へ立ち上がるように形成され
ている。また、上流側の壁面１ｄも、内部に収容される９０°エルボ継手３０の形状に沿
うように略半円形状に形成されて、下流側の壁面１ｃも平坦に形成されている。
【００６２】
　上記縦さや管部１０の側壁面１ｂ，１ｂは、図１４に示すように、上流側の壁面１ｄか
ら下流側の壁面１ｃに向って徐々に幅が広くなるように形成されており、下流側では切断
具を挿入するだけのスペースを有するように形成されている。この縦さや管部１０は、基
礎貫通さや管Ｓ３を可能な限りコンパクトに形成するために、上流側の幅Ｗ１は、後述す
る９０°エルボ継手３０を収容する際に不具合のない程度に狭く形成されている。また、
下流側の幅Ｗ２は、９０°エルボ継手３０と縦さや管部１０の側壁面１ｂの間に、切断具
の先端が挿入できる程度の空間が形成されていればよいので、９０°エルボ継手３０と縦
さや管部１０の側壁面１ｂとの間に１０～５０ｍｍ程度の空間が形成されるように設定さ
れている。縦さや管部１０の上流側の幅Ｗ１及び下流側の幅Ｗ２を上記のように設定する
ことで、内部に納める９０°エルボ継手３０の収まりがよくなると共に、９０°エルボ継
手３０を切断するための空間を確保できるようになるにも拘らず、基礎貫通さや管Ｓ３全
体をコンパクトに形成することができる。また、９０°エルボ継手３０の切断作業が容易
となることから、内部に収容される配管同士を接着剤によって結合することができるので
、長期的に水密性の低下について心配する必要もない。
　尚、上記切断具を挿入するための空間は、縦さや管部１０の少なくとも片側に形成され
ていれば効果を奏するので、片側の側壁面１ｂのみを下流側に向って徐々に広げていき、
もう一方の側壁面１ｂはまっすぐに形成してもよい。
【００６３】
　図１５の（ａ）に示すように、上記縦さや管部１０の上流側の壁面１ｄから底部１ａに
かけて、９０°エルボ継手３０を保持する保持部１０ｉが設けられている。本実施形態で
は、内部に収容される９０°エルボ継手として、前述した９０°エルボ継手３の代わりに
、図１５の（ｂ）に示すように、湾曲部３ａに、下方へ向って突出部３ｄが突設された９
０°エルボ継手３０が用いられることから、保持部１０ｉもその突出部３ｄと嵌合する凹
部が形成されたものとなっている。
　尚、９０°エルボ継手３０を保持する上記保持部１０ｉは、本実施形態のように、１ヶ
所のみに形成してもよいし、場合によっては２ヵ所に形成してもよく、それよりも多く複
数箇所に設けてもよい。また、２ヵ所以上設ける場合は、同形状であってもよいし異なる
形状であってもよい。
【００６４】
　前述した基礎貫通さや管Ｓ１のように、９０°エルボ継手３の湾曲部３ａに沿うような
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形状をした保持部１ｉであれば、その保持部１ｉを設ける箇所や数を工夫することによっ
て、様々な形状の９０°エルボ継手（汎用性を有するもの）に対応することが可能となる
。一方、本実施形態のように、９０°エルボ継手３０の突出部３ｄと嵌合する凹部が形成
された保持部１０ｉを有する基礎貫通さや管Ｓ３の場合は、専用（突出部３ｄが設けられ
たもの）の９０°エルボ継手が必要となるが、突出部３ｄと保持部１０ｉの凹部が嵌合す
ることにより、確実に９０°エルボ継手３０が保持されるため、縦さや管部１０の内部で
９０°エルボ継手３０がズレる心配がなくなるという利点がある。従って、縦さや管部１
０の下流側の壁面１ｃと、９０°エルボ継手３０の上部接続口３ｂとの隙間に挿入される
９０°エルボ継手保持部材５を省略することも可能となる（本実施形態では挿入されてい
る）。
　この実施形態の基礎貫通さや管Ｓ３のその他の構成は、前述した図１～図９に示す実施
形態と同様であるから、同一部材に同一符号を附して説明を省略する。
【００６５】
　次に、上記構成の基礎貫通さや管Ｓ３を用いた基礎貫通配管構造は、９０°エルボ継手
３０の湾曲部３ａに縦さや管部１０の保持部１０ｉを沿わせながら縦さや管部１０を徐々
に垂直に立設していき、９０°エルボ継手３０に設けられた突出部３ｄと保持部１０ｉの
凹部を嵌合させる作業が増えるだけで、その他の構造、施工手順は同様であるから、同一
部材に同一符号を附して説明を省略する。
【００６６】
　そして、上記基礎貫通配管構造の管路内を点検・補修、又は配管の変更を行うための、
上流側の排水管７及び下流側の排水管８の取り外し方法は、縦さや管部１０の幅の広い下
流側の上方から、９０°エルボ継手３０と縦さや管部１０の側壁面１ｂとの間に形成され
た空間を目標にして切断具を挿入する以外は、前述した図１～図９に示す実施形態と同様
であるから、説明を省略する。
【００６７】
　以上の説明から明らかなように、縦さや管部１０の下流側の幅Ｗ２が上流側の幅Ｗ１よ
りも広くなるように形成された上記さや管Ｓ３も、全長、全幅を極力コンパクトに形成す
ることができるので、コンクリート基礎Ｂに配設された配筋９を切断する必要がなく、さ
や管Ｓ３内部に収容される部材同士を接続するときに接着剤を用いることができるので、
経時と共に水密性が低下する心配がない。また、コンクリート基礎Ｂを壊すことなく、簡
単に管路内を点検・補修、又は配管の変更を行うことができて、施工費用を抑えることも
できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の一実施形態に係る基礎貫通さや管の斜視図である。
【図２】同さや管を構成する縦さや管部本体の斜視図である。
【図３】同さや管を構成するアジャスター部の斜視図である。
【図４】同さや管を構成する縦さや管部の断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る基礎貫通配管構造を示す概略図である。
【図６】同配管構造の要部断面図である。
【図７】同配管構造に用いる配管保持部材の斜視図である。
【図８】同配管保持部材の断面図である。
【図９】同配管構造に用いる９０°エルボ継手保持部材の斜視図である。
【図１０】本発明の他の実施形態に係る基礎貫通配管構造の要部断面図である。
【図１１】本発明の更に他の実施形態に係る基礎貫通配管構造を示すものであって、（ａ
）は要部断面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図である。
【図１２】本発明の他の実施形態に係る基礎貫通さや管を構成する縦さや管部の断面図で
ある。
【図１３】本発明の更に他の実施形態に係る基礎貫通さや管の斜視図である。
【図１４】同さや管を構成する縦さや管部の平面図である。
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【図１５】同さや管を用いた本発明の更に他の実施形態に係る基礎貫通配管構造を示すも
のであって、（ａ）は要部断面図、（ｂ）は（ａ）の円で囲った部分の拡大図である。
【符号の説明】
【００６９】
　Ｓ１，Ｓ２　基礎貫通さや管
　１，１０　縦さや管部
　１Ａ，１０Ａ　縦さや管部本体
　１ａ　底部（立ち上がり面）
　１ｂ　側壁面
　１ｃ　下流側の壁面
　１ｄ　上流側の壁面
　１ｅ　膨出部（側壁面）
　１ｆ　膨出部（底部）
　１ｇ　接続口
　１ｈ　針金保持部
　１ｉ，１０ｉ　保持部
　１Ｂ　アジャスター部
　１ｊ　側板
　１ｋ　下流側の壁板
　１ｌ　上流側の壁板
　１ｍ　カバー部
　２　　横さや管部
　３，３０　９０°エルボ継手
　３ａ　湾曲部
　３ｂ　上部接続口
　３ｃ　下部接続口
　３ｄ　突出部
　４　　配管保持部材（ソケット部材）
　４ａ　環状のシールリング（止水部材）
　４ｂ　環状の凸部（内部）
　４ｃ　環状の凸部（外部）
　５　　９０°エルボ継手保持部材
　５ａ　切欠部
　６　　横短管
　７　　上流側の排水管
　８　　下流側の排水管
　９　　配筋
　１１　　縦短管
　１２　屋外の排水桝
　１３　９０°継手
　１４　短管
　１５　保持部材
　Ｂ　　コンクリート基礎
　Ｃ　　土間コンクリート
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